
The actual use of lands and buildings managed by Beppu central market cooperative association in Oita 

prefecture -A study on the requirement to promote the renovation of land use in common land –Part1- 

KIM Daeill, HIMENO Yuka,  

TSURU Rika，OTA Hiroki 

 

図 1 組合と中央市場跡の仕組み 

大分県別府市中央市場協同組合が管理する土地建物の利用実態 

－共有地における土地利用の更新を促進する要件に関する研究 その１－ 

正会員 ○ 金 大一* 同 姫野 由香** 

同 靍 梨佳*** 同 太田 裕喜*** 

地方都市 共有地 組合   

新規参入 ヒアリング調査  

 

1 研究の背景と目的                 

日本の地方都市における中心市街地は，居住人口の減

少や，商業機能の低下等の要因により衰退の傾向にある 1)。

さらに新規参入者注 1)も減少し，空洞化が進む一方である。 

地方都市中心市街地の土地建物利用をみると,新規に開

業する店舗は少なく,土地建物の流動性が低下し,新陳代

謝が進んでいない 2)。このような流動性を阻害する要因と

して，土地建物の権利関係の複雑さが指摘されている 3)。 

本研究で対象とする共有地は,複数人が所有する土地で

あり,権利関係者が膨大な人数になる場合や相続人の把握

が困難な場合があるため,事業の進捗に影響を及ぼす場合

がある 4)。本研究では,大分県別府市の別府中央市場協同

組合（以下，組合）が管理する共有建物とその周辺域

（以下，中央市場跡），津久見市の宮本共有地を対象とす

る。これらは，地方都市の共有地であるが，個人や民間

団体による新規参入が確認できる。 

 そこで,本稿その 1 では,中央市場跡を対象に，組合と

共有地の仕組みと個人による新規参入の利用経緯と共有

地に対する意向を把握し,共有地における土地利用の更新

を促進する要件を明らかにすることを目的とする。 

2 研究方法                           

本稿その 1 では，文献調査と共有地を管理している組

合へのヒアリング調査から,共有地の変遷と組合と仕組み

を把握する。さらに,現地調査から,共有地の土地建物利

用状況を把握し,組合と共有地の役割と特徴を分析する。

次に,新規参入者にヒアリング調査を行い,新規参入の利

用経緯と共有地に対する意向を分析する。   

3 組合と中央市場跡の実態                

3.1 組合と中央市場跡の変遷  

中央市場跡の変遷を

把握するために,文献

調査と組合へのヒアリ

ング調査から,年表を

作成した(表 1)。 

1945 年，戦災を免れ

た別府市に押し寄せた

戦災者や引揚者により,

市内に複数の市場を開

いた 5)。1950 年,「別

府国際観光温泉文化都

市建設法」成立によ

り,1970 年代にかけて,

観光客数や宿泊施設が増加し,別府市は観光都市として発

展した。中央市場では,1951 年に組合が設立し,1954 年に

は中央市場内で軒の店舗数が確認できた 6)。1960 年,中央

市場で大火事が発生し 7),1962 年に組合員からの出資金を

元本として,中央市場内に共有建物が建設された。組合設

立後に共有建物が建設されたことから，組合の設立目的

は，共有建物の管理運営ではなく，中央市場内で協力関

係を築くことだったとわかる。2000 年に旧別府市中心市

街地基本計画が策定され,中央市場跡地再開発注 2)が計画さ

れた。しかし, 中央市場跡内の住民の合意形成ができず,

未実施となったことが,ヒアリング調査で確認されている。 

3.2 組合と中央市場跡の仕組み 

 組合と中央市場跡の仕組みを図 1 に示す。 

中央市場内で店舗経営す

る組合員は，商品の仕入

れにより支出が増える時

期に生活費を賄うため，

組合から金銭を借りてい

た。これより,中央市場で

は,組合員同士の経済的な

協力関係が築かれたことがわかる。共有建物は，土地や

周辺道路も併せて，組合の所有である。そのため，共有

地と道路に係る固定資産税を支払うために，利用者から

組合費を徴収している注 3)。 

これは，中央市場跡内にある屋外照明などの設備を維

持管理するためである。継続的に設備の維持管理をする

ためには，組合費を徴収する店舗利用者を増やす必要が

ある。しかし,ヒアリング調査では，組合員の減少や高齢

化により，組合を解散したいという意向も確認されてお

り，組合は，共有建物の利用者を増やすことに消極的な

ため,今後の維持管理に課題がある。 

表 1 中央市場跡に関する年表 

図 2 中央市場跡の土地・建物利用分布図 
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3.3 中央市場跡における土地・建物利用状況 

現地調査と組合員へのヒアリング調査から, 中央市場

跡の土地・建物利用分布図を作成した(図 2)。戦後,市場

であった中央市場跡は,店舗または店舗併用住宅の建物用

途が 73.2%を占めている。しかし,【利用無】の建物が約

半数を占めており,空き家・空き店舗率は高い。中央市場

跡で土地建物を所有する組合員の割合は,1/3 であるが,そ

の内,店舗経営している組合員は 2 軒のみであった。 

このことから,組合員相互の店舗経営に関わる経済的な

協力を目的としていた組合が,現在は店舗経営を行う組合

員の減少により,協力する機会や必要性が希薄になってい

ることがわかる。 

一方,共有建物は,1 階の店舗部分が 3 軒すべて利用され

ているが，2 階の居住部分(アパート)は，4 軒中 1 軒利用

されている。さらに,組合の事務所だった部分をトイレに

改修し,中央市場跡内の店舗経営者に賃貸する【一部利用】

や,各種イベントで一時的に賃貸する【不定期利用】が確

認された。また,このような【不定期利用】は,共有建物

以外でも 2 軒確認されている。 

以上より,組合は共有建物の利用者増加を促進していな

いが,イベント等で,一定期間の利用を受け入れているこ

とがわかる。イベントは,期間が限られているため,賃貸

することに負担がない利点はあるが,イベントがない時は

【利用無】の状態になる欠点がある。 

4 中央市場跡における新規参入の利用実態       

4.1 新規参入者の利用経緯 

中央市場跡内の新規参入者 3 名へのヒアリング調査よ

り，新規参入の利用経緯を作成した（図 3）。中央市場跡

では，2/3 名が，【模索期】に,中央市場跡内にある店舗注 4)

で，短期間飲食経営を行っている。 

その後,利用者 B は,雰囲気の良さや駅が近いという,周

辺地域の良さを知り,付近で物件を探し,中央市場跡内で

飲食店を開業した。利用者 C は,アートイベント注 5)の際に

知り合った共有建物短期利用者から,組合や物件の情報を

得て，共有建物内の貸店舗で飲食店を開業した。これよ

り,新規参入者は,短期間の店舗利用やイベントの参加に

より,自身が望む条件に適した物件の情報を得ていたこと

がわかる。また【準備期】に, 組合に共有建物内のトイ 

 

レを借りることや，排水設備設置の許可願を申請してい

る。これらは，すべて利用者側から働きかけている。 

これより,新規参入者は能動的に組合に働きかけている

が，組合は，共有建物の管理運営に関して，受動的であ

ることがわかる。 

4.2 新規参入者の中央市場跡に対する意向 

新規参入者の利点については,営業開始後に組合がトイ

レを設置したことや,周辺の店舗経営者が自身の店舗へ訪

れたことを挙げている。また，共有地や組合に対する問

題点は挙げられず,今後も店舗を継続させる意思は共通し

ていた。以上より,新規参入者に対する組合や周辺の店舗

経営者の受け入れ姿勢が,店舗の継続意思に有効に働いて

いるといえる。 

5 総括                        

本稿では，大分県別府市の中央市場跡を対象に，共有

地における土地利用の更新を促進した要件を以下に記す。 

中央市場跡の共有地は,土地・建物ともに組合の所有で

あるため,組合に直接交渉を行えば,利用更新が可能であ

る。しかし，組合は，店舗経営を行う組合員の減少によ

り，経済的な協力関係を築く必要性が希薄となり，共有

建物の利用更新に消極的である。また，新規参入者は，

物件や組合を知る仲介者や，短期間の店舗経営を契機に

中央市場跡に新規参入したことが確認された。 

以上より，共有地の利用更新を促進するためには,①物

件や組合を知る仲介者の存在が必要である。さらに,新規

参入者が短期間の店舗経営やイベントの参加により,その

場所の情報を得ていたことから,②試験的な店舗利用やイ

ベントの参加が新規参入の有効な手段といえる。 
【補注】 
注 1)1 年以上継続的に利用されていなかった建物を,現在も利用している事例を新規 

参入と定義する。 
注 2)魅力ある商業機能と商業基盤の整備，観光拠点としての機能整備などの 7 項目 

を活性化の目標とした計画であり，事業主体は民間を予定していた。 
注 3)現在は,地方税法により,公共の用に供する道路として非課税対象となっている。 
注 4)企業が管理する中央市場跡内の建物を，フリースペースとして利用しており,第 

三者に短期間の貸出しを行っている。 
注 5)3 年ごとに大分県別府市で開催されている国際芸術祭。 
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図 3 新規参入者の利用経緯図 
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